
２８川監公第１１号  

平成２８年１１月１０日

定期監査の結果の報告に基づく措置について（公表） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、

平成２８年３月１０日付け２８川監公第４号及び２８川監公第５号で公表した

定期監査の結果の報告に基づき、川崎市長、川崎市選挙管理委員会委員長、川

崎市代表監査委員及び川崎市人事委員会委員長から措置を講じた旨通知があり

ましたので、次のとおり公表します。 

                川崎市監査委員 村 田 恭 輔 

                同       植 村 京 子 

                同       坂 本   茂 

                同       織 田 勝 久 



２８川総行革第４６３号 

平成２８年９月３０日 

川崎市監査委員 村田 恭輔 様 

同       植村 京子 様 

同       坂本  茂 様 

同       織田 勝久 様 

川崎市長  福田 紀彦 

監査の結果の報告に基づく措置について（通知） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、平成

２８年３月２５日付け２８川監報第４号で報告の提出がありました定期監査の結果

に基づき、次のとおり措置を講じましたので通知します。 



平成２７年度定期監査結果に対する措置状況 

１ 予算執行伺、契約等の手続を適正に行うべきもの 

［指摘の要旨］ 

川崎市予算及び決算規則（平成７年規則第１０号）第２３条第１項によると、

歳出予算を執行するときは、あらかじめ予算執行伺を作成し、決裁を受けなけれ

ばならないとされている。また、同規則第２５条によると支出負担行為として整

理する時期が定められている。しかしながら、予算執行伺、契約等の手続を行わ

ないまま物品の納入や委託業務等を履行させ、後日、日付を遡って処理していた

事例があった。 

予算執行伺、契約等の手続を適正に行われたい。 

［措置内容］ 

指摘事項については、適正な処理を行うよう、課内会議等により関係職員に周

知徹底しました。 

今後は、適正な手続に努めます。 

（環境局生活環境部減量推進課、同収集計画課、同廃棄物指導課、施設部浮島処

理センター、まちづくり局総務部企画課、市街地整備部地域整備推進課、住宅政

策部住宅整備推進課、同市営住宅管理課、施設整備部施設計画課、消防局総務部

庶務課、同人事課、同施設装備課） 

［指摘の要旨］ 

また、相当長期間（６か月以上）にわたり予算執行伺を作成していなかった事

例については、特に適正な事務手続を行うよう徹底されたい。 

［措置内容］ 

指摘事項については、適正に予算執行伺を作成するよう事務を改善しました。 

今後は適正な手続に努めます。 



（環境局環境対策部水質環境課） 

２ 物品購入の契約手続を適正に行うべきもの 

［指摘の要旨］ 

川崎市事務分掌規則（昭和４７年規則第１９号）第４条及び川崎市事務決裁規

程（昭和４１年訓令第８号）第５条第１項によると、定められた金額を超える契

約については、原則として財政局資産管理部契約課へ契約手続を依頼しなければ

ならないとされている。しかしながら一括して発注すべき物品購入について分割

して起案し、所管する部署で契約していた事例があった。 

契約手続を適正に行われたい。 

［措置内容］ 

指摘事項については、通知により、適正な事務執行を行うよう関係職員に周知

徹底しました。 

今後は、適正な契約手続に努めます。 

（環境局生活環境部川崎生活環境事業所） 

３ 市営住宅敷地の管理を適切に行うべきもの 

［指摘の要旨］ 

行政財産は、市の行政執行の物的手段として行政目的の効果的達成のために利

用されるべきものであり、地方自治法第２３８条の４第１項によると、行政財産

は原則として貸し付け等を行うことができないとされている。 

行政財産である市営住宅敷地の状況を抽出してみたところ、明石穂市営住宅、

上作延市営住宅及び有馬第２市営住宅において敷地が不法に使用され、植物の栽

培並びに柵及び小屋の設置が行われている事例があった。 

このことについては、まちづくり局においても状況を把握しており、指導等を



行っているところではあるが、改善には至っていない。 

引き続き指導等の取組を継続するとともに、市営住宅敷地の管理を適切に行わ

れたい。 

［措置内容］ 

指摘事項については、上作延市営住宅については、引き続き指導を行うとと

もに適切な管理のあり方を検討します。明石穂市営住宅及び有馬第２市営

住宅については、自治会を通して自助努力による問題解消を行うよう指導

を継続します。 

今後も、適切な市営住宅敷地の管理に努めます。 

（まちづくり局住宅政策部市営住宅管理課） 

４ 固定資産の管理を適正に行うべきもの 

［指摘の要旨］ 

病院局では、川崎市病院局会計規程（平成１７年病院局規程第３６号）に基づ

き、固定資産台帳を備え固定資産の管理を行っている。 

固定資産の管理状況について抽出してみたところ、既に廃棄したものの除却手

続を行っていなかった事例及び所在不明となっていた事例があった。 

また、病院局の定期的な調査の結果においても、抽出して確認した事例以外に

所在不明、廃棄済み及び登載漏れと考えられる固定資産が多数ある状況であった。 

固定資産の現況を十分に調査の上、適正な管理を行われたい。 

［措置内容］ 

指摘事項については、院内の実地調査を行い、除却漏れが確認できた資産及び

廃棄したことが考えられる資産については、適正に除却手続を行いました。 

今後は、適正な管理に努めます。 

（病院局川崎病院事務局庶務課、井田病院事務局庶務課） 



５ 未収金及び未払金の管理を適正に行うべきもの 

［指摘の要旨］ 

地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第１３条によると、地方

公営企業の現金の収支を伴う収入及び支出のうち、その債権又は債務の確定の際

直ちに現金の収納又は支払をしないものについては、未収又は未払として計理し

なければならないとされている。 

病院局における未収金及び未払金（以下「未収金等」という。）の管理につい

てみたところ、計上漏れとなっていた事例及び誤って計上したままとなっていた

事例があった。 

未収金等の残高について定期的に検証を行い、管理を適正に行われたい。 

［措置内容］ 

指摘事項の計上漏れ及び誤計上の事例については、適正に処理を行いました。 

今後は、定期的に検証を行い、適正な未収金等の管理に努めます。 

（病院局総務部庶務課、経営企画室、川崎病院事務局庶務課、同医事課、井田病

院事務局医事課）  

指摘事項については、電気量の測定を行っていなかったため、平成２８年度の

電気量を基に計算し、平成２９年４月を目途に請求を行います。 

今後は、適正な未収金等の管理に努めます。 

（井田病院事務局庶務課） 

６ その他改善を要するもの 

（１） 収納事務委託の告示等を行うべきもの 

［指摘の要旨］ 

 収納事務を私人へ委託したことについて、告示等の手続を行っていなかった 



事例 

［措置内容］ 

指摘事項については、告示の手続を行いました。 

今後は、適正な手続に努めます。 

（病院局経営企画室、川崎病院事務局庶務課、同医事課、井田病院事務局医事

課） 

（２） 請書の作成を適正に行うべきもの 

［指摘の要旨］ 

請書の作成を省略できない、あらかじめ購入できるペットボトル入り飲料を 

購入する際、請書を作成していなかった事例 

［措置内容］ 

指摘事項については、適正に請書を作成することとしました。 

今後は、適正な事務処理に努めます。 

（まちづくり局総務部まちづくり調整課） 

（３） 災害賄費の支出方法を検討すべきもの 

［指摘の要旨］ 

火災等の現場に従事する際に給付される災害賄費について、職員が一時的に 

立替えて支払っていた事例 

［措置内容］ 

指摘事項については、運用方法について検討し、「災害賄費」を「災害支援

物資」として改めて運用することにより、立替えることのない適正な体制を整

えるとともに、通知により、適正な運用に努めるよう関係職員に周知徹底しま

した。 

今後は、適正な支出に努めます。 

（消防局警防部警防課）



（４） 委託契約に係る契約書を適切に作成すべきもの 

［指摘の要旨］ 

委託契約書に業務内容の記載がなかった事例 

［措置内容］ 

指摘事項については、関係機関と再度業務内容を確認し、平成２８年度の契 

約締結に当たっては、契約書に具体的な業務内容を明記しました。 

今後は、適正な契約書の作成に努めます。 

（消防局警防部救急課） 

（５） 時間外勤務手当の支給事務を適正に行うべきもの 

［指摘の要旨］ 

勤務時間の誤入力により時間外勤務手当の支給額に誤りがあった事例 

［措置内容］ 

指摘事項については、人事給与システムから支給額を修正し、当該職員から 

局に対し、当該手当に係る戻入額を入金させました。 

また、通知により申請の入力方法及び決裁時の確認について関係職員に周知 

徹底しました。 

今後は、適正な労務管理に努めます。 

（交通局企画管理部庶務課） 

（６） 備品管理を適正に行うべきもの 

［指摘の要旨］ 

ア 重要物品の廃棄について会計管理者に報告していなかった事例 

［措置内容］ 

指摘事項については、速やかに会計管理者に報告を行いました。 

今後は、適正な備品管理に努めます。 

（環境局生活環境部減量推進課、環境総合研究所地域環境・公害監視課） 



［指摘の要旨］ 

イ 物品不用処分の手続を行っていなかった事例 

［措置内容］ 

指摘事項については、不用処分手続を行いました。 

今後は、適正な物品管理に努めます。 

（環境局環境対策部大気環境課、同水質環境課、生活環境部減量推進課、同

廃棄物指導課、同川崎生活環境事業所、施設部処理計画課、同施設整備課、

同浮島処理センター、同堤根処理センター、同王禅寺処理センター、環境総

合研究所都市環境課、同地域環境・公害監視課、会計室審査課、同出納課、

消防局中原消防署、多摩消防署） 

［指摘の要旨］ 

ウ 所在が不明となっていた事例 

［措置内容］ 

指摘事項については、共通物品ではないことを確認し、廃棄処理を行いま 

した。 

今後は、適正な備品管理に努めます。 

（環境局宮前生活環境事業所） 

［指摘の要旨］ 

エ 備品登録手続を行っていなかった事例 

［措置内容］ 

指摘事項については、平成２８年度中に手続を完了するよう取り組んでい 

ます。 

今後は、適正な備品登録手続に努めます。 

（交通局自動車部運輸課） 

［指摘の要旨］ 



オ 保管換えの手続を行っていなかった事例 

［措置内容］ 

指摘事項については、速やかに保管換えの手続を行いました。 

今後は、適正な保管換えの手続に努めます。 

（環境局生活環境部減量推進課） 

指摘事項につきましては、平成２８年度中に手続を完了できるよう、取り 

組んでいます。 

今後は、適正な保管換えの手続に努めます。 

（交通局自動車部管理課） 

［指摘の要旨］ 

カ 備品使用票を貼付していなかった事例 

［措置内容］ 

指摘事項については、適正に貼付し、担当者が確認を行いました。 

今後は、適正な備品管理に努めます。 

（消防局警防部指令課、多摩消防署） 

［指摘の要旨］ 

キ 使用者及び使用区分の決定の手続を行っていなかった事例 

［措置内容］ 

指摘事項については、適正に決定の手続を行いました。 

今後は、適正な管理に努めます。 

（環境局生活環境部南部生活環境事業所、施設部施設整備課、同浮島処理セ

ンター、環境総合研究所環境リスク調査課、消防局警防部航空隊、予防部危

険物課） 

［指摘の要旨］ 

ク 使用者変更の手続を行っていなかった事例 



［措置内容］ 

指摘事項については、速やかに適正な使用者に変更する手続を行いました。 

今後は、適正な管理に努めます。 

（環境局地球環境推進室、生活環境部廃棄物指導課、同廃棄物政策担当、消

防局総務部庶務課、警防部警防課、同指令課、高津消防署） 

［指摘の要旨］ 

ケ 毎事業年度１回以上行わなければならない備品の検査をしていなかった事 

 例 

［措置内容］ 

指摘事項については、平成２８年度中に検査を完了するよう、取り組んで 

います。 

今後は、適正な備品の検査に努めます。 

（交通局企画管理部経理課） 

［指摘の要旨］ 

コ 備品整理簿を整備していなかった事例 

［措置内容］ 

指摘事項については、平成２８年度中に完了できるよう、取り組んでいま

す。 

今後は、適正な備品整理簿の整備に努めます。 

（交通局自動車部管理課） 

（７） 消耗品の管理を適正に行うべきもの 

［指摘の要旨］ 

ア 印紙、切手又はその他消耗品について、物品交付請求手続を行っていなか

ったことなどにより、出納簿における残数と現存数が一致しなかった事例 

［措置内容］ 



指摘事項については、適正に物品交付手続や照合の作業を行うとともに、

適正な消耗品の管理について課内会議等により関係職員に周知徹底しました。 

今後は、適正な消耗品管理に努めます。 

（環境局総務部庶務課、環境対策部大気環境課、生活環境部減量推進課、同

廃棄物指導課、施設部堤根処理センター、消防局警防部警防課、同救急課、

同航空隊、予防部予防課） 

［指摘の要旨］ 

イ 消耗品の一部について、総合財務会計システムによる管理をしていなかっ 

た事例 

［措置内容］ 

指摘事項については、適正にシステムによる管理を行うこととしました。 

今後は、適正な消耗品の管理に努めます。 

（消防局予防部予防課） 

（８） 公有財産の管理を適切に行うべきもの 

ア 使用許可手続を行うべきもの 

［指摘の要旨］ 

（ア） 蟹ヶ谷槍ヶ崎市営住宅及び高山市営住宅敷地内における自治会設置の

防災倉庫用地に係る使用許可手続が行われていなかった事例 

［措置内容］ 

指摘事項については、使用許可申請を受け、許可を行いました。

今後は、適正な使用許可手続に努めます。 

（まちづくり局住宅政策部市営住宅管理課） 

［指摘の要旨］ 

（イ） 市バス営業所敷地内の職員用自転車置場に係る使用許可手続が行われ

ていなかった事例 



［措置内容］ 

指摘事項については、使用許可手続を行いました。 

今後は、適正な使用に努めます。 

（交通局企画管理部経理課、自動車部塩浜営業所、同井田営業所、同鷲ヶ

峰営業所） 

［指摘の要旨］ 

（ウ） 川崎市立川崎病院敷地内の照明付バス停留所標識及びベンチ設置に係

る使用許可手続が行われていなかった事例 

［措置内容］ 

指摘事項については、使用許可手続を行いました。 

今後は、適正な公有財産管理及び使用許可手続に努めます。 

（交通局企画管理部経理課、自動車部管理課、病院局川崎病院事務局庶務

課） 

［指摘の要旨］ 

（エ） 川崎市立井田病院敷地内のバス折返所に係る使用許可手続が行われて

いなかった事例 

［措置内容］ 

 指摘事項については、速やかに使用許可手続を行いました。 

今後は、適正な公有財産管理及び使用許可手続に努めます。 

（交通局企画管理部経理課、自動車部運輸課、病院局井田病院事務局庶務

課） 

イ 使用承認手続を行うべきもの 

［指摘の要旨］ 

中野島多摩川市営住宅敷地内のバス折返所に係る使用承認手続が行われて

いなかった事例 



［措置内容］ 

指摘事項については、速やかに使用承認手続を行いました。 

今後は、適正な公有財産管理及び使用承認手続に努めます。 

（まちづくり局住宅政策部市営住宅管理課、交通局企画管理部経理課、自動

車部運輸課） 

ウ 道路占用許可手続を行うべきもの 

［指摘の要旨］ 

生田駅周辺自転車等駐車場内における乗務員用屋外トイレの設置に係る道

路占用許可手続が行われていなかった事例 

［措置内容］ 

指摘事項については、速やかに許可申請をし、許可を受けました。 

今後は、適正な手続に努めます。 

（交通局企画管理部経理課、自動車部運輸課） 

エ 使用状況を整理すべきもの 

［指摘の要旨］ 

菅生市営住宅の入居者用自転車等駐車場の一部を、交通局が無償で使用し

ていた事例 

［措置内容］ 

指摘事項については、調整の上、今後は使用をしないこととしました。 

今後は、適正な使用及び管理に努めます。 

（まちづくり局住宅政策部市営住宅管理課、交通局企画管理部経理課、自動

車部管理課） 

（９） 固定資産の除却手続を行うべきもの 

［指摘の要旨］ 

固定資産の除却手続を行っていなかったことにより、当該資産を固定資産台 



帳に登載していた事例 

［措置内容］ 

指摘事項については、適正に除却手続を行いました。 

今後は、適正な除却手続に努めます。 

（交通局自動車部管理課） 

（１０） たな卸資産の廃棄に係る会計処理を適正に行うべきもの 

［指摘の要旨］ 

使用期限切れとなり廃棄した薬品、診療材料等のたな卸資産について、使用 

したものと同様に材料費として会計処理を行っており、たな卸資産減耗費へ計

上していなかった事例 

［措置内容］ 

指摘事項については、たな卸資産減耗費へ計上しました。 

今後は、適正な会計処理に努めます。 

（病院局川崎病院事務局庶務課、井田病院事務局庶務課） 

（１１） 会計職員の任命又は解任手続を適正に行うべきもの 

［指摘の要旨］ 

ア 金銭出納員、物品出納員又は物品受入検査員の任命又は解任手続が完了し 

ていなかった事例 

［措置内容］ 

指摘事項については、適正な任命及び解任手続を行いました。 

今後は、適正な手続に努めます。 

（環境局総務部環境調整課、地球環境推進室、環境評価室、生活環境部廃棄

物政策担当、施設部浮島処理センター、環境総合研究所地域環境・公害監視

課、消防局警防部警防課、多摩消防署、麻生消防署） 

［指摘の要旨］ 



イ 金銭取扱員を任命していなかった事例 

［措置内容］ 

指摘事項については、適正に任命の手続を行いました。 

今後は、適正な任命事務に努めます。

（消防局総務部人事課） 

［指摘の要旨］ 

ウ 任命すべき職員以外の者を金銭出納員に任命していた事例 

［措置内容］ 

指摘事項については、該当する職員の解任手続を行いました。 

今後は、適正な任命事務に努めます。 

（消防局予防部査察課） 

［指摘の要旨］ 

エ 任命すべき職員以外の者を物品出納員に任命していた事例 

［措置内容］ 

指摘事項については、該当する職員の解任手続を行いました。 

今後は、適正な任命事務に努めます。 

（消防局麻生消防署） 



２８川市選第８８０号 

平成２８年９月３０日 

川崎市監査委員 村 田 恭 輔 様 

同       植 村 京 子 様 

同       坂 本   茂 様 

同       織 田 勝 久 様 

              川崎市選挙管理委員会委員長 小 竹 光 洋     

監査の結果の報告に基づく措置について（通知） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、平

成２８年３月２５日付け２８川監報第４号で報告の提出がありました定期監査の

結果について、次のとおり措置を講じましたので通知します。 

平成２７年度定期監査結果に対する措置状況 

１ 予算執行伺、契約等の手続を適正に行うべきもの 

［指摘の要旨］ 

川崎市予算及び決算規則（平成７年規則第１０号）第２３条第１項によると、

歳出予算を執行するときは、あらかじめ予算執行伺を作成し、決裁を受けなけ

ればならないとされている。また、同規則第２５条によると支出負担行為とし

て整理する時期が定められている。しかしながら、予算執行伺、契約等の手続

を行わないまま物品の納入や委託業務等を履行させ、後日、日付を遡って処理

していた事例があった。 

予算執行伺、契約等の手続を適正に行われたい。 

また、相当長期間（６か月以上）にわたり予算執行伺を作成していなかった



事例については、特に適正な事務手続を行うよう徹底されたい。 

［措置の内容］ 

川崎市予算及び決算規則を遵守し、歳出予算を執行する際にはあらかじめ予

算執行伺を作成し、決裁を受けるよう局内の職員に周知徹底をいたしました。

 さらに、相当長期間の遡り起案が発生した事例であり、また、毎年執行が予

定されている経費のため、今後についても人事異動等で担当者が替わった場合

に再発することがないよう、今回の指摘内容を確実に引き継いでまいります。 

（選挙管理委員会事務局選挙部選挙課） 



２８川監第３４８号

平成２８年９月２９日

川崎市監査委員 村田 恭輔 様

同       植村 京子 様

同       坂本  茂 様

同       織田 勝久 様

川崎市代表監査委員  村田 恭輔   

監査の結果の報告に基づく措置について（通知）

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、平成２８年３

月２５日付け２８川監報第４号で提出のありました定期監査の結果に基づき、次のとおり措

置を講じましたので通知します。

 平成２７年度定期監査結果に対する措置状況

１ 備品管理を適正に行うべきもの

［指摘の要旨］

 保管する備品について、使用者及び使用区分の決定の手続を行っていなかった事例及び保

管換えの手続きを行っていなかった事例

［措置の内容］



 指摘のありました備品の管理については、備品の使用者及び使用区分の決定並びに保管換

処理を適正に行いました。今後は、川崎市物品会計規則第６４条の規定による検査をより徹

底し、適正な備品管理に努めていきます。

（監査事務局行政監査課）



２８川人委調第２３９号

平成２８年 ８月１５日

川崎市監査委員 村田 恭輔 様

 同       植村 京子 様

 同       坂本  茂 様

 同       織田 勝久 様

川崎市人事委員会委員長 秦野 純一 

監査の結果の報告に基づく措置について（通知）

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、平

成２８年３月２５日付け２８川監報第４号で報告の提出がありました定期監査の

結果について、次のとおり措置を講じましたので通知します。

 平成２７年度定期監査結果に対する措置状況

１ 予算執行伺、契約等の手続を適正に行うべきもの

〔指摘の要旨〕

川崎市予算及び決算規則（平成７年規則第１０号）第２３条第１項によると、

歳出予算を執行するときは、あらかじめ予算執行伺を作成し、決裁を受けなけ

ればならないとされている。また、同規則第２５条によると支出負担行為とし

て整理する時期が定められている。しかしながら、予算執行伺、契約等の手続

を行わないまま物品の納入や委託業務等を履行させ、後日、日付を遡って処理

していた事例があった。

予算執行伺、契約等の手続を適正に行われたい。

〔措置の内容〕

指摘内容については、法令に基づき、事務手続に誤りがないよう注意を払う

とともに、手続を適正に行うよう担当職員に周知徹底しました。

今後は、適正な管理に努めます。

（人事委員会事務局任用課）


